
 

 

令和２年２月文京区議会定例議会追加提案事項 
 

 

 

１ 文京区職員定数条例の一部を改正する条例（文京区例規集第１巻４８９頁） 

⑴ 提案理由 職員配置の見直しに伴い、職員の定数を改めるため、提案する。 

 ⑵ 改正内容（第２条第１項） 

ア 区長の事務部局の職員        １，４５８人 → １，４９０人（３２人増） 

イ 議会の事務部局の職員           １０人 →    １０人（増減なし） 

ウ 教育委員会の事務部局の職員       １８４人 →   １８９人（５人増） 

エ 教育委員会の所管に属する学校の職員   １５８人 →   １５８人（増減なし） 

オ 選挙管理委員会の事務部局の職員       ７人 →     ７人（増減なし） 

カ 監査委員の事務部局の職員          ６人 →     ６人（増減なし） 

合計                １，８２３人 → １，８６０人（３７人増） 

⑶ 施行期日 令和２年４月１日 

 

 

２ 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例（第１巻７４６頁） 

 ⑴ 提案理由 職員団体のための会計年度任用職員の行為の制限の特例に係る規定を整備するため、提案す

る。 

 ⑵ 改正内容 会計年度任用職員について、一般職の常勤職員と同様の場合に、給与を受けながら職員団体

のため業務を行い、又は活動することができることとする。（第２条第２号及び第３号） 

 ⑶ 施行期日 令和２年４月１日 

 

 

３ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（第１巻１２９７頁） 

 ⑴ 提案理由 児童相談所に勤務する職員に対する特殊勤務手当の支給要件等を定めるため、提案する。 

 ⑵ 改正内容  

児童相談所業務手当の新設 

ア 児童相談所に勤務する職員が児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１１条第１項第２号ホに掲

げる業務に従事したときに支給する（日額１，４７０円を上限）。 

イ 児童相談所に勤務する職員が児童福祉法第１２条第２項に規定する業務（アに規定する業務を除く。）

を行うため家庭訪問、指導、相談等の業務に従事したときに支給する（日額４９０円を上限）。 

 ⑶ 施行期日 令和２年４月１日 

 

 

４ 文京区事務手数料条例の一部を改正する条例（文京区例規集第２巻１６７４頁） 

⑴ 提案理由 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）の一部改正に伴い、手数料の徴収項目を改めるため、提案する。 

⑵ 改正内容 通知カードの再交付手数料の削除（別表２５の項） 

⑶ 施行期日 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化

及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改

正する法律（令和元年法律第１６号）附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日 

 

 

令和２年１月２１日庁議資料 

総 務 部  



 

 

５ 文京区印鑑条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻２６８９頁） 

⑴ 提案理由 印鑑の登録資格を変更するため、提案する。 

⑵ 改正内容 印鑑の登録を受けることができない者の変更（第３条第２項第２号） 

       成年被後見人 → 意思能力を有しない者 

⑶ 施行期日 公布の日 

 

 

６ 文京区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（第１巻１０９９頁） 

 ⑴ 提案理由 当選人の更正決定又は繰上補充に係る選挙会の選挙長及び選挙立会人並びに交替して職務を

行う投票管理者の報酬の額を定めるため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 

ア 文京区選挙管理委員会が管理する選挙における当選人の更正決定又は繰上補充に係る選挙会の選挙長

及び選挙立会人の報酬の額を定める。（第２条第４項及び第５項） 

 (ア ) 選挙長   ６，０００円 

 (イ) 選挙立会人 ５，０００円 

イ 投票を管理する時間が２分の１である場合における投票管理者の報酬の額を定める。（別表） 

 (ア ) 投票所の投票管理者    ９，０００円 

 (イ) 期日前投票所の投票管理者 ８，０００円 

  ウ その他規定の整備 

 ⑶ 施行期日 公布の日 

 

 

７ 文京区シルバーピア条例等の一部を改正する条例 

 ⑴ 提案理由 シルバーピア等の使用者の連帯保証人に係る規定を削除するほか、規定を整備するため、提

案する。 

 ⑵ 改正条例 

  ア 文京区シルバーピア条例（文京区例規集第３巻２９４８頁） 

  イ 文京区営住宅条例（文京区例規集第３巻３００１頁） 

  ウ 文京区障害者住宅条例（文京区例規集第３巻２９７２頁） 

 ⑶ 改正内容 

  ア 使用者の連帯保証人に係る規定の削除 

    入居に当たり必置としている連帯保証人を廃止するため、入居手続をする際に提出する請書において

連帯保証人の連署を求めないこととする。 

  イ 不正の行為によって入居した者に対する請求額の算定に使用する利率に係る規定の整備 

    「年５％の割合」→「法定利率」 

  ウ その他規定の整備 

 ⑷ 施行期日 令和２年４月１日 

 

 



 

 

８ 文京区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻２９０２頁） 

 ⑴ 提案理由 区立小石川福祉作業所において実施する事業を変更するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 

  ア 区立小石川福祉作業所において実施する事業の変更（第３条） 

就労移行支援事業 → 生活介護事業 

  イ 区立小石川福祉作業所において生活介護事業を利用することができる者（第４条） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第１９

条第１項の規定により介護給付費を支給する旨の決定を受けた者とする。 

  ウ その他規定の整備 

 ⑶ 施行期日 令和３年１月１日 

 

 

９ 文京区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例（文京区例規集第２巻１６８１頁） 

⑴ 提案理由 毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）及び食品衛生法施行令（昭和２８年政令

第２２９号）の一部改正に伴い、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容（別表） 

 ア 毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う引用条文の整備 

   (ア) 「第４条第３項」 → 「第４条第２項」（６６の項） 

   (イ) 「第４条第４項」 → 「第４条第３項」（６７の項） 

イ 食品衛生法施行令の一部改正に伴う文言の整備 

  (ア) 「魚介類せり売営業」 → 「魚介類競り売り営業」（２０の項） 

  (イ) 「魚肉ねり製品製造業」 → 「魚肉練り製品製造業」（２１の項） 

  (ウ) 「醤油製造業」 → 「しょうゆ製造業」（３１の項） 

  (エ) 「めん類製造業」 → 「麺類製造業」（３６の項） 

 ⑶ 施行期日 ⑵アについては令和２年４月１日、⑵イについては令和２年６月１日 

 

 

10 文京区特定優良賃貸住宅型区民住宅条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻３０４６頁） 

⑴ 提案理由 後楽二丁目特定優良賃貸住宅型区民住宅を廃止するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 後楽二丁目特定優良賃貸住宅型区民住宅（１５戸）を廃止する。（別表） 

⑶ 施行期日 令和２年５月１日 

 

 



 

 

11 文京区歩行喫煙等の禁止に関する条例の一部を改正する条例（文京区例規集第２巻２４４４頁） 

⑴ 提案理由 公共の場所における喫煙を禁止するほか、規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 

  ア 題名の改正 

    文京区歩行喫煙等の禁止に関する条例 → 文京区公共の場所における喫煙等の禁止に関する条例 

  イ 規制範囲の拡大 

 (ア ) 公共の場所における喫煙の禁止（第８条第１項） 

規則で定める喫煙場所を除き、公共の場所において喫煙を禁止する。 

   (イ) 加熱式たばこの取扱い（第２条第６号及び第７号） 

     加熱式たばこについて、たばこと同様の規制を適用する。 

ウ 喫煙による迷惑行為の定義（第２条第８号） 

  喫煙による迷惑行為： 喫煙をすることによりその煙を屋外にいる他人に吸わせる行為をいう。 

エ 区民等及び事業者等の責務の追加 

(ア ) 区民等の責務（第４条第２項） 

公共の場所以外の場所（屋外に限る。）において喫煙による迷惑行為を行うことのないよう配慮す

るとともに、灰皿にたばこの吸い殻を捨て、又は持ち帰るよう努めなければならない。 

 (イ) 事業者等の責務（第６条第３項） 

  その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物の敷地内（屋外に限る。）において、灰皿の移設

又は撤去、喫煙場所の確保その他の環境の整備に努めなければならない。 

オ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 令和２年７月１日 

 

 

12 文京区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例（文

京区例規集第２巻１８７９頁） 

⑴ 提案理由 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３

９号）の一部改正に伴い、規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 幼児教育・保育の無償化の実施に係る規定の整備 

        「支給認定」 → 「教育・保育給付認定」 等 

⑶ 施行期日 公布の日 

 

 



 

 

13 特別養護老人ホーム文京くすのきの郷大規模改修工事請負契約 

⑴ 契約の目的  特別養護老人ホーム文京くすのきの郷大規模改修工事 

⑵ 契約の方法  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定によ

る随意契約 

⑶ 契約金額   金１７億３９０万円 

⑷ 契約の相手方 坪井・松下・上之原建設共同企業体 

         構成員（代表者）  東京都中央区銀座二丁目９番１７号 

                   坪井工業株式会社 

                   代表取締役社長 坪井晴雅 

         構成員       東京都文京区本郷一丁目３４番４号 

                   株式会社松下産業 

                   代表取締役 松下和正          

構成員       東京都文京区千駄木二丁目４２番８号 

                   株式会社上之原工務店 

                   代表取締役 上之原一光 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和４年１２月５日まで 

② 支出科目等  令和元年度 一般会計 民生費 老人福祉費 

令和２年度から令和４年度まで 債務負担行為 

 

 

14 特別養護老人ホーム文京くすのきの郷大規模改修電気設備工事請負契約 

⑴ 契約の目的  特別養護老人ホーム文京くすのきの郷大規模改修電気設備工事 

⑵ 契約の方法  制限付き一般競争入札による契約 

⑶ 契約金額   金８億４，７３２万３，４００円 

⑷ 契約の相手方 佐電工・タツヲ・高橋建設共同企業体 

         構成員（代表者）  東京都文京区湯島三丁目４７番１０号 

                   株式会社佐電工東京支社 

                   常務取締役東京支社長 福所勝利 

         構成員       東京都文京区白山五丁目２２番９号 

                   タツヲ電気株式会社 

                   代表取締役 松崎滿 

構成員       東京都文京区目白台二丁目１４番１４号 

                   高橋電業株式会社 

                   代表取締役 高橋靖幸 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和４年１２月５日まで 

② 支出科目等  令和元年度 一般会計 民生費 老人福祉費 

令和２年度から令和４年度まで 債務負担行為 

 

 



 

 

15 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

⑴ 提案理由 東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁の方法を変更するため、規約の一部を変更する

必要があるので、提案する。 

⑵ 変更内容  

  令和２年度及び令和３年度における後期高齢者医療の保険料について、保険料の軽減に係る経費を区の

一般財源から負担金として支弁することとするため、規約の附則を改める。 

 ・負担する経費 

ア 審査支払手数料相当額 

イ 財政安定化基金拠出金相当額 

ウ 保険料未収金補塡分相当額 

エ 保険料所得割額減額分相当額 

オ 葬祭費相当額 

⑶ 変更時期 令和２年４月１日 

 

 

16 令和元年度文京区一般会計補正予算 

 

 

17 令和元年度文京区国民健康保険特別会計補正予算 

 

 

18 令和元年度文京区介護保険特別会計補正予算 

 

 

19 令和元年度文京区後期高齢者医療特別会計補正予算 

 


